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Ⅰ. はじめに

関西福祉科学大学社会福祉学研究科に心
理臨床学専攻が設置されたのは2003年であ
り、同時に日本臨床心理士資格認定協会の認
定を受けて、第 1 種指定大学院としてスター
トした。臨床心理士養成のために指定大学院
制度ができて 7 年目のことである。以来16
年間、臨床心理士の養成がなされてきた。ま
た2015年には心理学の分野で初めてとなる
国家資格「公認心理師」が作られることにな
り、2017年に全面施行された。それを受け
て本専攻でも2018年度から従来の臨床心理
士に加えて公認心理師の養成も行われるよう
になった。

言うまでもなく関西福祉科学大学EAP研究所
は、2004年日本で初めてのEAP（Employee 
Assistance Program：従業員支援プログラ
ム）という実践的研究をテーマとした研究所
として開設された。また大学附設の施設では
あるものの、開設以来、「学外実習」の場と
して院生を受け入れ高度専門職業人のための
教育の場を提供してきている。同時に、本
学EAP研究所と産学医連携している医療法
人（設立当初から2014年まではあけぼの会、
2015年からナカトミファティーグケアクリ
ニック）でも大学院生の実習生を受け入れて
いただいてきた。今回、このような機会を得
たので、臨床心理学教育における実習、学外
実習の位置づけなどについて考えてみたい。

Ⅱ. 臨床心理士のための実習

指定大学院制度が始まった頃、カリキュ
ラムについてさまざまな議論があった。その
中で下山（2000）は、臨床心理学の特殊性
を論じた上で実習のあり方についてわかりや
すくまとめている。それによれば、臨床心理
学は実践の学であり、それゆえ社会と密接な
関係にあるとしている。そのことが自然科学
をモデルとする心理学とは大きく異なる点で
あるとして、図 1 のような説明をしている。
また下山（2000、2003）は、修士課程の学
習で中心となるのは実践活動の技能学習であ
るとし、学ぶべきものとしてコミュニケー
ションと、それに段階的に重なっていくケー
ス・マネジメントやシステム・オーガニゼー
ションといった 3 つの次元をあげた。これ
らを講義や実習を通して学ぶが、最終的には
複雑なコミュニケーションを学ぶことになる
としている。たとえば、心理士が事例に関わ
るときにはコミュニケーションを通して関わ
るのだが、このコミュニケーションはまさに
実践活動そのものであるから、他の 2 次元
にも重層的に関わっていくことになる。たと
えば事例に対応するために適切に判断した
り、介入するための方針を決めたりすると
いった一連の段取りはケース・マネジメント
技能であるが、ここでは心理的援助を受ける
人だけでなく、それに関わる家族や他職種の
専門家などを交えての、より複雑なコミュニ
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ケーションが必要となる。あるいは当然だが
他の専門分野の知識をもった上での専門家と
のコミュニケーションも含まれるだろう。さ
らに臨床心理士の活動そのものを社会活動と
して社会システムの中に位置づけ、環境を整
えていく作業がシステム・オーガニゼーショ
ンの次元であり、ここでもより複雑なコミュ
ニケーションが求められる。そしてこのよう
な働きのできる心理臨床家を育てるためにこ
そ実習という訓練が必要になる。大学院では
まず、コミュニケーションの基礎的訓練を最
初の実習授業である臨床心理基礎実習などで
学ぶことになる。次に学内の相談施設であ
る、本学での心理・教育相談センターなどの
施設で事例を担当し、ケース・マネジメント
技能と、それに必要な複雑で専門的なコミュ
ニケーションを学ぶようになる。事例検討会
やスーパービジョンなどを含む実習授業を通
してもそれを習得することになる。さらに学
外実習では、上記に加えて臨床心理学の活
動を社会システムに位置づけていくシステ
ム・オーガニゼーションと、それを行うため

のコミュニケーション術を学ばなければなら
ない。下山が強調しているのがこの最後の次
元で、これはまだ歴史の新しい臨床心理学の
活動を社会活動として社会システムの中に位
置づける作業であり、他の社会活動や専門領
域との間で社会的関係を構築していく必要性
について繰り返し説いている。既に示した図
1 のように、臨床心理学は実践活動を基本
としているので、学術活動だけではなく社会
活動を行って社会の中に入り込む必要がある
からである。この点が、日本の臨床心理学の
実践活動で最も不足しているところだとの指
摘も多い。スクールカウンセリング制度から
始まった臨床心理士の専門活動は、今年度で
25年目を迎えた阪神大震災、その後の東日
本大震災などの災害や事件・事故を経てさま
ざまな心理的支援業務や社会活動（専門活動）
につながってきた。しかし臨床心理学が日本
に根付いてまだ間がないことも相まって、こ
のシステム・オーガニゼーション次元は、十
分とはいえないし訓練の場が少ないのも現実
である。　

図１　現代社会、心理学、臨床心理学、心理臨床の関係
心理学の一部、特に自然科学をモデルとする領域では、社会の動きとは関係なく学問が成立している場合がある。
そこで、図中において「心理学の学問体系」を「日本の現代会」からはみ出す形で描いた。　※下山（2000）
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Ⅲ. 公認心理師のための実習

公認心理師のための実習について概観す
る前に、この新しくできた国家資格について
少しみていきたい。まず、公認心理師資格を
取得するためには、公認心理師資格試験に合
格しなければならない。その試験を受けるた
めには、公認心理師法が施行されて 5 年間

（2019年度は 2 年目）の経過措置対象者以外
は大学で「必要な科目」を修めて卒業し、か
つ「特定の施設」で 2 年以上「心理職の業務」
に従事するか、大学で「必要な科目」を修め
て卒業し、大学院で「必要な科目」を修了す
るかしなければならない。しかし前者はかな
り限定的であることから、多くが後者を選ぶ
ことになると言われている。しかし、「修士
修了」が求められるのであれば臨床心理士養
成と同じであるといえる。ただ、臨床心理士
と異なるのは、資格試験に面接がないうえに
資格取得後は更新の必要もないことであり、
それに伴うリスクを指摘する専門家はいる。
また公認心理師と臨床心理士の専門領域、専
門性は現在のところ全く重なっているように
みえるので、今後どのように差別化していく
のかなど、二資格の今後の展開が注視される。

ところで公認心理師と臨床心理士の養成課
程での相違点は、前者では先述したように学
部で「必要な科目」の履修が義務づけられて
いることがあげられる。多くの資格希望者が
大学院修士課程まで進学することを前提にす
れば、大学から大学院まで一貫した教育が設
定されている点が根本的に異なっている。た
だし余談にはなるが、このような学部教育を
受けた学生が実際に大学院に入学するのは、
経過措置の終わる2022年以降であり、さらに
大学院を修了し資格試験を受けるのは2024年
以降であるから、公認心理師の全体像がまだ
つかみにくいのが実際のところである。

次に本稿のテーマである実習について詳

しくみていきたい。公認心理師の実習でも、
前述したコミュニケーションやケース・マネ
ジメント、システム・オーガニゼーションと
いった 3 次元は基本であり、その実践活動
の基礎を学部の授業（心理演習、心理実習）
などで学び、大学院の心理実践実習でより深
めていくといった構造になっていくだろう。
また臨床心理士養成では、心理に関する支援
を要する者についてのアセスメントから心理
療法、支援計画の作成などに焦点づけられた
カリキュラムになっているのに対して、公認
心理師ではそれも大切であるとしながら、む
しろ多職種連携、チームアプローチ、公認心
理師としての法的義務が一段と強調されてい
る。つまり臨床心理士養成よりもシステム・
オーガニゼーションの次元がより明確に重視
されているといえ、実習でもそれが求められ
る。また実習のあり方についても、公認心理
師では明確な枠組みが呈示されている。たと
えば学部・大学院の実習時間は具体的な時間
数が示されている。特に大学院での心理実践
実習では現場で実習する時間と担当ケースに
関わる実習時間とに分けて、膨大な時間数が
設定されているのが特徴である。ただしその
一方で、具体的にどのような教育が求められ
るのか、たとえば学生の実務訓練を誰がどの
ように行うのかといった内容については、あ
いまいなままで残されている。言い換えると
実習の枠組みや方向性は明確になっている
が、質的なものについては今後に託されてい
るといえるだろう。

Ⅳ. 心理臨床学専攻での実習について

1．Ｍ 1（修士課程 1年）での実習
本学大学院の実習では、入学すると同時

に実践に役立つスキルの基本を臨床心理基
礎実習で身につけながら、春学期修了頃よ
り学内相談施設である心理・教育相談セン
ター（以下、センターとする）に関する実
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習が始まる。最初はセンターが主催するさま
ざまなイベントに全員で参加して、主に健常
者を対象とした実習を行う。そして次の段階
として来談された個別相談、セラピー担当へ
と移っていくことになる。まず、最初はペア
レントトレーニングという行動理論を用いた
子育て支援を希望されるお母さん方に学生が
実施するものだが、これがＭ 1 にとって初め
ての臨床訓練となる。内容を簡単に紹介する
と、子どもの困った行動を主に「褒める」行
為をうまく使いながら、子どもの問題行動を
減少させるプログラムであり、それをきっか
けに保護者に子育てへの自信をもたせること
ができたり、子育て全体の雰囲気にも影響を
与えることができたりする効果がある、とさ
れている。また同じくセンターイベントであ
る「発達相談チェック」と称するものは、子
どもの発達を新版Ｋ式発達検査を使って査定
し、保護者に報告するもので、その実施・報
告を通して学生が主体的に学ぶようになって
いる。それと平行して個別ケースの担当者と
してカウンセリングやアセスメント、プレイ
セラピーなどを実施し、個別指導を受けたり
もする。以上は実践訓練の内容であるが、授
業でもその体験が深められていく構造になっ
ている。すなわち秋学期の後半からＭ 1 の

「臨床心理基礎実習」とＭ 2 （修士課程 2 年）
の「臨床心理実習」は、合同で行われる。Ｍ
2 が自分の担当したケースを発表し指導を
受ける場にM 1 が参加するのである。これは、
ケースカンファレンスと言われるものである
が、座学として学んできた実践技能を、複雑
で混沌としている（問題点がわかりにくい）
臨床ケースに、どのように適応させていくの
か、それができないならどう工夫するのか、
といった生きた臨床を目の当たりにする貴重
な授業である。ここで自らがケース担当者、
発表者となるためのこころの準備をすること
になる。

2 ．Ｍ 2での実習
センターでの実習を継続し、今度は自身

がケース担当者となり、その体験をケースカ
ンファレンスの発表者として発表し指導を受
けることになる。いかに理論を臨床に当ては
めるのか、ケース担当者としての体験をどの
ように資料としてまとめていくのかなどの指
導を受ける。ここではケースを担当する難し
さに加えて、他者に自分の事例および臨床行
為を伝える作業をおこなっていくのだが、想
像以上に大変な作業である。自身の行為がそ
の事例（ケース）にどのような影響を与えて
いるのか、見立てや方針がそれでよいのか、
関係機関とどのような連携をとっているの
か、などが問われることになる。また複数の
教員による指導となるために、場合によって
は異なる意見を頂戴することになる。加えて
学外のスーパーバイザーによるスーパーヴィ
ジョンも始まる。これら多様な立場の先生方
のスーパーヴィジョンを通して、コミュニ
ケーション技能、ケース・フォーミュレーショ
ン技能は高められていく。

そして最後にＭ 2 から学外実習が始まる
のだが、本学では公認心理師ができる以前か
ら実践実習で求められている保健医療分野で
の90時間以上とその他の分野の実習とを実
施してきた。センター実習と学外実習との違
いは、学生の立ち位置の違いともいえる。セ
ンター実習で実習生は、担当者として「有料
で」クライエントに対峙するわけであるが、
そこではセンタースタッフや指導教員などさ
まざまな教員から指導を受けることができ、
いわば守られた環境である。また、相談に来
られるクライエントも「実習施設」というこ
とを了解して来談されている。しかし学外実
習ではセンター実習と違って、社会に既に組
み込まれている現場での実習であり、臨床の
最前線である。学外実習でも実習先の指導者
の指導は受けられるが、対外的には実習生と
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いう理由で甘えることはできない。まさにや
り直しができない現場であり、緊張感が全く
違う。この緊張感の中で自分の役割をこなし、
少しでも時間を見つけて施設実習指導者に質
問をし、活きた実践の学びとしなければなら
ない。

Ⅴ. EAP研究所での学び

臨床心理士ができた時、スクールカウン
セラーという教育領域での新しい要請があっ
た。その後、職場でのうつ病による休職者の
増加や自殺の問題が出たことから、新しい心
理臨床家の活躍の場として産業領域が立ちあ
らわれてきた。そのような背景から、本学
では全国に先がけてEAP研究所が開設され、
15年目を迎えたところである。とはいえ、
現状としては産業領域での心理士の活躍はま
だ十分ではなく道半ばといったところではな
いだろうか。そのために今後のさらなる発展
が期待でき、本学EAP研究所の存在意義は大
きいといえよう。

ところで、産学医連携としての本学EAP研
究所は、EAP活動、すなわち働く人たちのメ
ンタルヘルスに関する研究を行っている。こ
こでの実習は刻々と変わりゆく企業環境や企
業が心理臨床家に求めるものなどについて具
体的に学ぶ機会を与えられる。たとえばEAP
研究所が毎年主催しているフォーラム（本年
度は「ハラスメント防止対策で職場が変わ
る！働き方が変わる！」）のお手伝いをする
だけでも多くのことが学べるだろう。即ち産
業領域が心理臨床家に求めるものは何かや、
企業内で行っているメンタルヘルス活動の実
際など、他領域とは異なる特殊な学びができ
る。このような視点に加えて、まだ多くの休
職者を産み出しているうつ病に焦点を当てた
リワークの意味についても知ることができる
ことは大きな強みである。リワークの実際に
ついてはEAP研究所が提携しているナカトミ

ファティーグケアクリニックの「リワークプ
ログラム」で実習することでより深く学ぶこ
とができる。実習生は役割を持って参加し、
具体的なプログラムの進め方、OT（作業療
法）など他職種との連携などいわゆるチーム
連携の学びが大きい。繰り返しになるが、こ
のような産業領域で学ばせてもらえるチャン
スのある大学院は、高度専門職養成大学院の
中でもほとんど例がなく、本学の大きな特徴
になっている。

以上をまとめると、EAP研究所の研究対象
は産業と医療、あるいは福祉など多くの領域
にまたがっており、社会へ直結している場で
あることから、社会人としてのコミュニケー
ション能力が特に求められることになる。心
理の専門家としても求められるものが多様
で、他の領域以上に高度なシステム・オーガ
ニゼーションを学べる場であることは間違い
ない。本学にこのような貴重な場があること
は誇れることであり、また今後の心理臨床の
発展のためにも重要な拠点となることが期待
される。

Ⅵ. おわりに

私事になるが、EAP研究所が設立された
最初の 2 年間、EAP研究所担当教員として
立ち上げの作業に参加させていただいた。リ
ワークプログラムの構成や評価アセスメント
の選定、あるいはプログラムを運営する臨床
業務など、幅広い貴重な体験をさせていただ
いたことを今でも鮮明に覚えている。当時は
年間 3 万人を超える自殺者があり、厚生労
働省が自殺防止にむけてリワークプログラム
を広めつつあった頃であった。まさに時代に
先駆けた研究所が開設されたという高揚感が
あった。

貴重な実習の場ではあるが、大学院修士
課程の院生が対象であるので、わずか 2 年
間の学びしかない。しかも学外実習はＭ 2
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の 1 年間だけであり、院生が 2 年間で入れ
替わってしまうことから、学年によってかな
り雰囲気や特色が異なってしまう。良い学び
をさせていただけるよう、また学生にとって
もかけがえのない学びとなるように、教育の
現場においても一層、院生教育に努力してい
きたい。

最後になるが、社会のニーズに今後も応
えられ、社会の貢献に資することを祈念いた
したい。
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